
■実現に向けたロードマップと体制等

にぎわい交流ゾーン

さらなるにぎわい交流の
充実に向け、商業・業務・
文化・医療・福祉・子育て・
住宅など、多様な都市機能
を集積

■地区の現況
【課題１】
にぎわいや交流機能の充実に
向けた対応が必要

【課題２】
安全で利便性の高い交通
結節機能の強化への対応が
必要

【課題３】
快適な歩行環境の向上と
回遊性の高いまちづくりへの
対応が必要

【課題４】
防災まちづくりの推進に向けた
対応が必要

【課題５】
居心地が良く住み続けたいと
思える環境づくりへの対応が
必要

【課題６】
まちの魅力向上や情報発信力
の強化に向けた対応が必要

■まちづくりの課題

■まちの将来像■対象区域
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本基本構想は、交通の利便性が高く、にぎわいの創出や持続可能なまちづくりの推進に重要な役割を担う、

「駅前地区」におけるまちづくりの『道標』として策定したものです。

『船堀駅前地区まちづくり基本構想』概要

駅前エリア
・区の玄関口として
ふさわしい景観形成
・安全で利便性の高い
駅前広場や歩行者デッキ
等整備
・適正な高度利用の促進
・イベント時などに活用が
できるオープンスペース
等の創出 等

広域東西軸
円滑な交通環境形成と
幹線道路にふさわしい
土地利用誘導

回遊動線軸
日常時の回遊性向上
及び災害時の安全な
避難動線確保

拠点形成エリア
・区役所新庁舎を整備し、
行政・防災の拠点を形成

・船堀駅から庁舎までの
にぎわいと憩いを生む
顔づくり

・適正な高度利用の実現等

複合用途ゾーン

居住・業務・商業・工業などの
複合用途ゾーンとして周辺のまち
づくりに応じてまちの機能強化

居住ゾーン

住みやすく落ち着いた住環境の
保全と、みどり豊かで魅力的な
街並み景観の向上

各ゾーンに共通する内容

・既存ストックの活用・継承・保全
・みどりの環境の維持・向上
・人にやさしい安全で快適な歩行
環境の創出
・高台まちづくりの推進 等

シンボルロード軸
回遊性が高くウォーカブルな歩行空間やシンボル性
の高い都市景観形成、災害時の避難動線確保

■体系図

住民等
【役割】

●基本構想の共有

●駅周辺まちづくりの主体

●まちづくり活動への積極的参加

●事業者等と連携したエリアマネジメントの検討 等

事業者

【役割】

●各種事業への参加・協力

●江戸川区等と連携した

駅周辺まちづくりへの

貢献

●住民等と連携したエリア

マネジメントの検討 等

江戸川区

【役割】

●地域への情報共有と

意識啓蒙

●計画の策定

●国や東京都等との調整

や都市計画等の手続き

●公共施設整備と公共

空間の活用

●まちの運営支援等

もや
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STEP１
（概ね５年後）

STEP２
（概ね１０年後）

STEP３
（それ以降）
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・中川左岸までの避難動線確保
・駅周辺事業の推進

・特定公益的施設の整備推進

・建物更新と既存建物の活用や再生

・防災活動拠点
の整備

基
本
構
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策
定

・建物更新を
見据えた
まちづくり検討

・多様な都市機能の誘導を実現する
建物の整備

・整備済みの建物の活用と再生

・多様な都市機能の誘導を
実現する建物の整備
・整備済みの建物の活用と再生

・建物更新を
見据えた
まちづくりの検討

・交通結節点の
強化検討
・拠点整備の検討

再開発等の
計画・整備

・駅前広場やデッキ
整備の推進
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